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防衛事業適合事業者制度等に関する訓令の実施要領につ

いての一部改正について（通知）

標記について、防衛事業適合事業者制度等に関する訓令の実施要領

について（装装保第１４８４６号。令和７年７月３１日）の一部を下

記のとおり改正したので通知する。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに

順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め

、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を

付した規定（以下「対象規定」という。）は、その標記部分が同一の

ものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記

部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対

象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに

対応するものを掲げていないものは、これを加える。



改正後 改正前

別紙第１ 別紙第１

防衛事業適合事業者制度等に関する訓令の 防衛事業適合事業者制度等に関する訓令の

実施要領 実施要領

第２ 用語の定義 第２ 用語の定義

⑴・⑵ [略] ⑴・⑵ [同左]

⑶ 物別官室長等 防衛装備庁における契 ⑶ 物別官室長等 防衛装備庁における契

約事務に関する訓令（平成２７年防衛装 約事務に関する訓令（平成２７年防衛装

備庁訓令第３４号）第２条第３号に規定 備庁訓令第３４号）第２条第３号に規定

する物別官室長、長官官房会計官付経理 する物別官室長及び長官官房会計官付経

室長及び防衛装備庁の施設等機関の契約 理室長をいう。

担当官等をいう。

⑷・⑸ [略] ⑷・⑸ [同左]

第５ 認証の申請及び審査 第５ 認証の申請及び審査

１・２ [略] １・２ [同左]

３ 装備保全管理課長は、認証申請事業者 [項を加える。]

が、併せて秘密の取扱いを前提とする防

衛事業適合事業者契約の申込みをする場

合は、訓令第１２条第１項に規定する契

約申込書等及び前項に規定する認証申請

書等を、地方防衛局調達部長等を経て提

出させるものとする。この場合において

、前項後段の規定を適用するものとする

。

４ 地方防衛局調達部長等は、事業者から ３ 地方防衛局調達部長等は、事業者から

前３項に規定する書類の提出を受けたと 前２項に規定する書類の提出を受けたと

きは、当該書類が充足していること及び きは、当該書類が充足していること及び

その内容を確認の上、防衛装備庁長官（ その内容を確認の上、防衛装備庁長官（

装備保全管理課長気付）に進達するもの 装備保全管理課長気付）に進達するもの

とする。この際、地方防衛局調達部長等 とする。この際、地方防衛局調達部長等

は、提出書類のうち付紙様式第１－１か は、提出書類のうち付紙様式第１－１か

ら付紙様式第１－４までの内容を精査す ら付紙様式第１－４までの内容を精査す

るものとする。 るものとする。

５ [略] ４ [同左]

第６ 認証証明書又は認証マーク 第６ 認証証明書又は認証マーク

１ [略] １ [同左]

２ 認証証明書の認証番号の表記は、次の ２ 認証証明書の認証番号の表記は、次の

例によるものとし、［事業者番号］は、 例によるものとし、［事業者番号］は、

事業者又は事業所ごとに割り振られた番 事業者又は事業所ごとに割り振られた番



号を、［延長回数］は認証の延長回数（ 号を、［延長回数］は認証の延長回数（

認証初回は０）を、それぞれ付すものと 認証初回は００）を、それぞれ付すもの

する。 とする。

認証証明書の認証番号：［事業者番号 認証証明書の認証番号：［事業者番号

］―［延長回数］号 ］―［延長回数］号

３～５ [略] ３～５ [同左]

第９ 認証に係る秘密保全体制の変更又は 第９ 認証に係る秘密保全体制の変更又は

認証の有効期間の延長 認証の有効期間の延長

１～４ [略] １～４ [同左]

５ 地方防衛局調達部長等は、前各項に規 ５ 地方防衛局調達部長等は、前各項に規

定する書類の提出を受けたときは、第５ 定する書類の提出を受けたときは、第５

第４項の規定に準じて内容を精査するも 第３項の規定に準じて内容を精査するも

のとする。 のとする。

第１０ 防衛事業適合事業者契約の申込み 第１０ 防衛事業適合事業者契約の申込み

及び審査 及び審査

１・２ [略] １・２ [同左]

３ 装備保全管理課長は、防衛事業適合事 ３ 装備保全管理課長は、防衛事業適合事

業者契約の申込みをする事業者が認証事 業者契約の申込みをする事業者が認証事

業者である場合は、前項の契約申込書等 業者である場合は、前項の契約申込書等

として、付紙様式第１１－１の防衛事業 として、付紙様式第１１－１の防衛事業

適合事業者契約申込書並びに付紙様式第 適合事業者契約申込書並びに付紙様式第

１－５の保全基準兼点検票及び秘密取扱 １－５の保全基準兼点検票及び秘密取扱

情報システムの体制に係る関係書類を、 情報システムの体制に係る関係書類を、

地方防衛局調達部長等を経て提出させる 地方防衛局調達部長等を経て提出させる

ものとする。この場合において、訓令第 ものとする。この場合において、当該事

１３条第２項の規定による現地調査等は 業者が、第５第１項の規定に基づく関係

、訓令第６条第２項の規定による現地調 書類の提出から３か月を経過していない

査等又は第８条第２項の規定による保全 ときは、本項に基づく書類の提出は、付

検査（指摘事項のない場合に限る。）か 紙様式第１１－１を除き、これを省略す

ら３か月を経過していないときは、これ ることができるほか、訓令第１３条第２

を省略することができるものとする。 項の規定による現地調査等は、訓令第６

条第２項の規定による現地調査等又は第

８条第２項の規定による保全検査（指摘

事項のない場合に限る。）から３か月を

経過していないときは、これを省略する

ことができるものとする。

４～７ [略] ４～７ [同左]

第１９ 事業者の教育体制 第１９ 事業者の教育体制

１ 装備保全管理課長は、実施要領別紙第 １ 装備保全管理課長は、実施要領別紙第

６付紙第１の基準２又は基準３に基づき ６付紙第１の基準２又は基準３に基づき

、事業者から教育体制を整備又は維持す 、事業者から教育体制を整備又は維持す



るために必要な研修に係る申込みを受け るために必要な研修に係る申込みを受け

た場合は、当該事業者に対して研修を行 た場合は、当該事業者に対して研修を行

うものとする。この場合において、当該 うものとする。この場合において、当該

事業者が認証事業者である場合は、実施 事業者が認証事業者である場合は、実施

要領別紙第６付紙第１中「防衛事業適合 要領別紙第６付紙第１中「防衛事業適合

事業者」とあるのは「認証事業者」と、 事業者」とあるのは「認証事業者」と、

「定期的な点検、秘密取扱情報システム 「防衛事業適合事業者契約」とあるのは

」とあるのは「定期的な点検」と、「防 「認証」と、それぞれ読み替えて適用す

衛事業適合事業者契約の申込みをした日 るものとする。

から事業者として秘密を取り扱うまで」

とあるのは「認証の日から６か月を経過

する日まで」と、「、秘密取扱情報シス

テム管理者、秘密取扱情報システム担当

者、アカウント管理者その他秘密保全組

織」とあるのは「その他秘密保全組織」

とそれぞれ読み替えて適用するものとす

る。

２・３ [略] ２・３ [同左]

第２０ 従業者の確認 第２０ 従業者の確認

１・２ [略] １・２ [同左]

３ 物別官室長等は、防衛事業適合事業者 ３ 物別官室長等は、防衛事業適合事業者

から提出された候補者名簿の写し及び同意 から提出された候補者名簿の写し及び同意

書（写し）を装備保全管理課長に送付する 書の写しを装備保全管理課長に送付するも

ものとし、装備保全管理課長は、必要に応 のとし、装備保全管理課長は、必要に応じ

じて関係機関等に照会する等し、これを確 て関係機関等に照会する等し、これを確認

認するものとする。 するものとする。

４ 装備保全管理課長は、秘密取扱原因契約 ４ 装備保全管理課長は、秘密取扱原因契約

の締結前に防衛事業適合事業者からの従業 の締結前に防衛事業適合事業者からの従業

者の確認に係る申出がある場合は、当該事 者の確認に係る申出がある場合は、当該事

業者に対し、候補者名簿及び候補者名簿に 業者に対し、候補者名簿及び候補者名簿に

掲載される従業者の同意書（写し）を提出 掲載される従業者の同意書を提出させるこ

させることができるものとする。 とができるものとする。

５ 前項の規定に基づき候補者名簿及び同意 ５ 前項の規定に基づき候補者名簿及び同意

書（写し）の提出を受けた装備保全管理課 書の提出を受けた装備保全管理課長は、必

長は、必要に応じて関係機関等に照会する 要に応じて関係機関等に照会する等し、こ

等し、これを確認するものとする。 れを確認するものとする。

６ 装備保全管理課長は、前２項の手続中に ６ 装備保全管理課長は、前２項の手続中に

当該事業者から従業者の確認に係る申出を 当該事業者から従業者の確認に係る申出を

取り消す旨の連絡を受けたときは、当該事 取り消す旨の連絡を受けたときは、当該事

業者と調整の上、候補者名簿及び同意書（ 業者と調整の上、候補者名簿及び同意書に

写し）について返却又は破棄するものとす ついて返却又は破棄するものとする。

る。



７ [略] ７ [同左]

８ 第４項及び第５項の手続後に当該事業者 ８ 第４項及び第５項の手続後に当該事業者

が秘密取扱原因契約を締結した場合は、当 が秘密取扱原因契約を締結した場合は、当

該契約を担当する物別官室長等に、候補者 該契約を担当する物別官室長等に、候補者

名簿及び確認の結果通知の写しを送付する 名簿、同意書及び確認の結果通知の写しを

ものとする。 送付するものとする。

９～１３ [略] ９～１３ [同左]

第２１ 経過措置 第２１ 経過措置

１ [略] １ [同左]

２ 訓令附則第３項の規定に基づく継続的 ２ 訓令附則第３項の規定に基づく継続的

確認の実施に当たっては、令和１０年３ 確認の実施に当たっては、令和９年３月

月３１日までの間は、付紙様式第１－４ ３１日までの間は、付紙様式第１－４の

の保全基準兼点検票に係る確認に関し、 保全基準兼点検票に係る確認に関し、特

特定秘密を取り扱わない秘密保全施設に 定秘密を取り扱わない秘密保全施設にあ

あっては同票第７（警戒・警報装置）第 っては同票第７（警戒・警報装置）第１

１項及び第２項に示す基準を、特別防衛 項及び第２項に示す基準を、特別防衛秘

秘密を取り扱わない保管庫にあっては同 密を取り扱わない保管庫にあっては同票

票第７（警戒・警報装置）第６項に示す 第７（警戒・警報装置）第６項に示す基

基準を適用しないことができるものとす 準を適用しないことができるものとする

る。 。

３ 装備保全管理課長は、第１０第２項又 ３ 装備保全管理課長は、第１０第２項又

は第３項の規定にかかわらず、訓令附則 は第３項の規定にかかわらず、訓令附則

第４項に該当する防衛事業適合事業者契 第４項に該当する防衛事業適合事業者契

約の申込みをする事業者に対し、訓令第 約の申込みをする事業者に対し、訓令第

１２条第１項に規定する契約申込書等と １２条第１項に規定する契約申込書等と

して、付紙様式第１１－１の防衛事業適 して、付紙様式第１１－１の防衛事業適

合事業者契約申込書、付紙様式第１－１ 合事業者契約申込書、付紙様式第１－１

の保全基準兼点検票及び保全組織（外国 の保全基準兼点検票及び保全組織（外国

からの影響及び支配の程度に係る部分に からの影響及び支配の程度に係る部分に

限る。）に係る関係書類並びに付紙様式 限る。）に係る関係書類並びに付紙様式

第１－５の保全基準兼点検票及び秘密取 第１－５の保全基準兼点検票及び秘密取

扱情報システムの体制に係る関係書類を 扱情報システムの体制に係る関係書類を

、地方防衛局調達部長等を経て提出させ 、地方防衛局調達部長等を経て提出させ

るものとする。この場合において、訓令 るものとする。この場合において、訓令

第１３条第１項の規定による審査は、本 第１３条第１項の規定による審査は、本

項に基づき提出された契約申込書等に対 項に基づき提出された契約申込書等に対

して行うものとし、このうち付紙様式第 して行うものとし、このうち付紙様式第

１－５の保全基準兼点検票に係る審査は １－５の保全基準兼点検票に係る審査は

、秘密保全対策ガイドラインの基準に照 、秘密保全対策ガイドラインの基準に照

らして行うことができるものとする。 らして行うことができるものとする。な

お、当該事業者が、第５第１項の規定に

基づく関係書類の提出から３か月を経過

していないときは、本項に基づく書類の



提出は、付紙様式第１１－１を除き、こ

れを省略し、提出済みの付紙様式第１－

１の保全基準兼点検票、付紙様式第１－

５の保全基準兼点検票及び秘密取扱情報

システムの体制に係る関係書類に対して

審査をすることができるものとする。

４・５ [略] ４・５ [同左]

６ 第１９第１項及び第２項に規定する研 [項を加える。]

修を行うに当たっては、当分の間、総括

者には、防衛事業適合事業者契約の申込

み又は認証の申請の有無にかかわらず、

防衛事業適合事業者又は認証事業者の総

括者となることが予定されている者（以

下「総括者予定者」という。）を含める

ことができる。この場合において、当該

研修を受けた総括者予定者についての総

括者の指名に関する基準の適用に当たっ

ては、総括者として研修を受けたものと

みなす。

付紙様式第１－１ 付紙様式第１－１



付紙様式第１－２ 付紙様式第１－２











付紙様式第１－３ 付紙様式第１－３



付紙様式第１－４－１ 付紙様式第１－４－１



付紙様式第１－４－２ 付紙様式第１－４－２



付紙様式第２属紙第２ 付紙様式第２属紙第２



付紙様式第４ 付紙様式第４



付紙様式第１１－１属紙 付紙様式第１１－１属紙



付紙様式第１６ 付紙様式第１６



取扱わない秘密の区分 適用されない条項

特別防衛秘密
第１８条第２項、第２６条第２項、

第４６条及び第５２条第５項

特定秘密

第１８条第３項、第２６条第３項、

第４４条、第４７条から第５０条ま

で、第５２条第５項、第５４条、第

５６条及び第６０条第２項

装備品等秘密
第２６条第４項、第２７条第３項及

び第５１条

取扱わない秘密の区分 適用されない条項

特別防衛秘密
第２６条第２項、第４６条及び第５

２条第５項

特定秘密

第１８条第２項、第２６条第３項、

第４４条、第４７条から第５０条ま

で、第５２条第５項、第５４条、第

５６条及び第６０条第２項

装備品等秘密
第２６条第４項、第２７条第３項及

び第５１条

別紙第２ 別紙第２

防衛事業適合事業者契約条項 防衛事業適合事業者契約条項

第１章 総則 第１章 総則

（適用範囲） （適用範囲）

第６条 [略] 第６条 [同左]

２ 前項の規定を実施するため、甲及び乙 ２ 前項の規定を実施するため、甲及び乙

は、この契約の適用を受ける秘密取扱原 は、この契約の適用を受ける秘密取扱原

因契約を網羅したリストを作成し、装備 因契約を網羅したリストを作成し、その

政策部長が別に定めるところにより、定 内容を常に最新のものに維持するものと

期的に更新するものとする。 する。

３・４ [略] ３・４ [同左]

（取り扱う秘密の区分） （取り扱う秘密の区分）

第７条 [略] 第７条 [同左]

２ 乙が特別防衛秘密、特定秘密又は装備 ２ 乙が特別防衛秘密、特定秘密又は装備

品等秘密のいずれかを取り扱わない場合 品等秘密のいずれかを取り扱わない場合

におけるこの契約の適用に当たっては、 におけるこの契約の適用に当たっては、

下表の左欄に掲げる取り扱わない秘密の 下表の左欄に掲げる取り扱わない秘密の

区分に応じ同表の右欄に掲げる適用され 区分に応じ同表の右欄に掲げる適用され

ない条項を適用しない。 ない条項を適用しない。

第２章 秘密保全体制 第２章 秘密保全体制

第１節 秘密保全体制の整備・維 第１節 秘密保全体制の整備・維

持 持

（秘密保全体制の整備・維持） （秘密保全体制の整備・維持）

第８条 第８条

１・２ [略] １・２ [同左]

３ 前２項の規定にかかわらず、乙は、自 ３ 前２項の規定にかかわらず、乙は、自

己の秘密保全施設又は秘密取扱情報シス 己の秘密保全施設又は秘密取扱情報シス

テムを整備せずに防衛事業適合事業者と テムを整備せずに防衛事業適合事業者と

なることを希望するときは、秘密保全施 なることを希望するときは、秘密保全施

設又は秘密取扱情報システムを備えない 設又は秘密取扱情報システムを備えない

限定的な防衛事業適合事業者となること 限定的な防衛事業適合事業者となること



整備しない特定資料等

を保全する体制の区分
適用されない条項

秘密保全施設

第１２条第４号（乙の秘密保全施設

等に係る部分に限る。）、第２０条

第４項、第２１条第１項（乙の保全

施設等に立ち入る者に対する教育に

限る。）、第２２条第６項、第２５

条、第４章第１節、第４３条第１項

（下請負事業者関係社員に関するも

のに限る。）、第５７条第３項、第

６０条、第６６条第２項第１号及び

第６９条

秘密取扱情報システム 第５９条

整備しない特定資料等

を保全する体制の区分
適用されない条項

秘密保全施設

第１２条第４号（乙の秘密保全施設

等に係る部分に限る。）、第１９条

第４項、第２１条第１項（乙の保全

施設等に立ち入る者に対する教育に

限る。）、第２２条第６項、第２５

条、第４章第１節、第４３条第１項

（下請負事業者関係社員に関するも

のに限る。）、第５７条第３項、第

６０条、第６６条第２項第１号及び

第６９条

秘密取扱情報システム 第５９条

ができる。この場合におけるこの契約の ができる。この場合におけるこの契約の

適用に当たっては、下表の左欄に掲げる 適用に当たっては、下表の左欄に掲げる

整備しない特定資料等を保全する体制の 整備しない特定資料等を保全する体制の

区分に応じ同表の右欄に掲げる適用され 区分に応じ同表の右欄に掲げる適用され

ない条項を適用しない。 ない条項を適用しない。

４～８ [略] ４～８ [同左]

第３節 関係社員 第３節 関係社員

（人的クリアランスの事務） （人的クリアランスの事務）

第１８条 乙は、この契約に基づいて甲が 第１８条 乙は、この契約に基づいて甲が

乙の従業者に対して行う人的クリアラン 乙の従業者に対して行う人的クリアラン

スの確認に関する事務に協力するものと スの確認に関する事務に協力するものと

する。 する。

２ 乙は、特定特別防衛秘密（防衛大臣又 [項を加える。]

は防衛装備庁長官が特別の保護を要する

ものとして指定した特別防衛秘密をいう

。）を取り扱う従業者の人的クリアラン

スの確認に関し、甲又は秘密の管理職員

の指示するところにより事務を行うもの

とする。

３ 乙は、特定秘密を取り扱う従業者につ ２ 乙は、その従業者について、防衛装備

いて、防衛装備庁長官が行う適性評価に 庁長官が行う適性評価に関し、付紙第３

関し、付紙第３に規定する事務を行うも に規定する事務を行うものとする。

のとする。

第５章 緊急事態及び事故 第５章 緊急事態及び事故

（事故等の発生時等の措置） （事故等の発生時等の措置）

第６３条 乙は、特定資料等の漏えい、紛 第６３条 乙は、特定資料等の漏えい、紛



失、破壊等の事故が発生したとき又はこ 失、破壊等の事故が発生したとき又はこ

の契約に定める特定資料等の保護措置に の契約に定める特定資料等の保護措置に

抵触するような事態が発生したときは、 抵触するような事態が発生したときは、

直ちに、発生した事故又は事態（以下こ 直ちに、発生した事故又は事態（以下こ

の条及び次条において「事故等」という の条及び次条において「事故等」という

。）の内容に応じた適切な措置を講ずる 。）の内容に応じた適切な措置を講ずる

とともに、装備政策部長が別に定める要 とともに、秘密の管理職員にその時点で

領に基づき、秘密の管理職員及び装備保 把握できた事故等に関する情報を報告し

全管理長にその時点で把握できた事故等 なければならない。

に関する情報を報告しなければならない

。

第６章 検証・検査・点検 第６章 検証・検査・点検

（甲による実地検査・調査） （甲による実地検査・調査）

第６７条 乙は、前条各項の規定による点 第６７条 乙は、装備政策部長が別に定め

検の結果の報告に基づいて、甲又はその るところにより、前条各項の規定による

指定した者が行う実地の検査を受けなけ 点検の結果の報告に基づいて、甲又はそ

ればならない。 の指定した者が行う実地の検査を受けな

ければならない。

２～４ [略] ２～４ [同左]

第７章 下請負 第７章 下請負

（下請負の禁止） （下請負の禁止）

第６８条 第６８条

１・２ [略] １・２ [同左]

３ 第８条第３項の規定により秘密保全施 ３ 第８条第３項の規定により秘密保全施

設を備えない限定的な防衛事業適合事業 設を備えない限定的な防衛事業適合事業

者となった事業者については、下請負を 者となった事業者については、下請負を

認めない。ただし、秘密取扱原因契約の 認めない。ただし、秘密取扱原因契約の

履行のため、装備政策部長が別に定める 履行のため、装備政策部長が別に定める

ところにより、乙の下請負事業者が付紙 ところにより、乙の下請負事業者が付紙

第２に示す当該下請負事業者の秘密保全 第２に示す当該下請負事業者の秘密保全

施設等又は防衛省の施設において特定資 施設において特定資料等を取り扱う場合

料等を取り扱う場合は、この限りでない は、この限りでない。

。

付紙第２ 付紙第２

秘密保全施設及び秘密取扱情報システム一 秘密保全施設及び秘密取扱情報システム一

覧 覧



付紙第３ 付紙第３

適性評価に関する特約条項 適性評価に関する特約条項

（候補者名簿の提出等） （候補者名簿の提出）

第１条 第１条

１・２ [略] １・２ [同左]

３ 乙は、適性評価の結果適性があると認 [項を加える。]

められた従業者であって、特定秘密を取

り扱わせる場合は、関係社員名簿に掲載

し、これを特定秘密管理者及び甲に提出

しなければならない。

付紙第４ 付紙第４

秘密取扱情報システムに関する特約条項 秘密取扱情報システムに関する特約条項

（組織のセキュリティ） （組織のセキュリティ）

第３条 第３条

１～３ [略] １～３ [同左]

４ 乙は、その秘密保全施設等において関 ４ 乙は、その秘密保全施設等において関

係社員と協力して乙のために特定資料等 係社員と協力して乙のために特定資料等

の取扱いの業務を行う下請負事業者関係 の取扱いの業務を行う下請負事業者関係

社員に対し、秘密取扱情報システムの利 社員に対し、秘密情報取扱システムの利

用を認めることができる。この場合にお 用を認めることができる。この場合にお

いては、主たる契約条項の定めに従って いては、主たる契約条項の定めに従って

行う下請負事業者との間の協議に下請負 行う下請負事業者との間の協議に下請負

事業者関係社員による秘密取扱情報シス 事業者関係社員による秘密取扱情報シス

テムの利用に関することを含めなければ テムの利用に関することを含めなければ

ならない。 ならない。



５ [略] ５ [同左]

（システムログの取得・分析、バックア （システムログの取得・分析、バックア

ップ） ップ）

第１８条 乙は、不正な操作又は通信を探 第１８条 乙は、不正な操作又は通信を探

知するため、秘密取扱情報システムにつ 知するため、秘密取扱情報システムにつ

いて、秘密のデータの取扱いに関する記 いて、秘密のデータの取扱いに関する記

録、秘密取扱情報システム利用者ごとの 録、秘密取扱情報システム利用者ごとの

操作の記録その他秘密取扱情報システム 操作の記録その他秘密情報システムの操

の操作、入出力、通信等の記録を自動的 作、入出力、通信等の記録を自動的に取

に取得しなければならない。 得しなければならない。

２～４ [略] ２～４ [同左]

別紙第３ 別紙第３

防衛事業適合事業者の秘密の保護に関する 防衛事業適合事業者の秘密の保護に関する

特約条項 特約条項

（乙の一般義務） （乙の一般義務）

第１条 乙（契約業者）は、主たる契約条 第１条 乙（契約業者）は、主たる契約条

項に基づき乙が取り扱う秘密（防衛省が 項に基づく秘密（防衛省が調達する装備

調達する装備品等の開発及び生産のため 品等の開発及び生産のための基盤の強化

の基盤の強化に関する法律（令和５年法 に関する法律（令和５年法律第５４号）

律第５４号）第２７条第１項に規定する 第２７条第１項に規定する装備品等秘密

装備品等秘密、特定秘密の保護に関する 、特定秘密の保護に関する法律（平成２

法律（平成２５年法律第１０８号）第３ ５年法律第１０８号）第３条第１項に規

条第１項に規定する特定秘密又は日米相 定する特定秘密又は日米相互防衛援助協

互防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭 定等に伴う秘密保護法（昭和２９年法律

和２９年法律第１６６号）第１条第３項 第１６６号）第１条第３項に規定する特

に規定する特別防衛秘密をいう。以下同 別防衛秘密をいう。以下同じ。）の保護

じ。）の保護に関し、この特約条項及び に関し、この特約条項及び防衛事業適合

防衛事業適合事業者契約（防衛事業適合 事業者契約（防衛事業適合事業者制度等

事業者制度等に関する訓令（令和７年防 に関する訓令（令和７年防衛装備庁訓令

衛装備庁訓令第１９号）第１３条第３項 第１９号）第１３条第３項に定める契約

に定める契約をいう。以下同じ。）に定 をいう。以下同じ。）に定めるところに

めるところにより、万全を期さなければ より、万全を期さなければならない。

ならない。 ２ 乙は、その従業者、下請負を行う場合

２ 乙は、その従業者、下請負を行う場合 においては下請負事業者の従業者又は乙

においては下請負事業者の従業者又は乙 が防衛事業適合事業者契約に規定する秘

が防衛事業適合事業者契約に規定する秘 密取扱施設等への立入りを認めた者（甲

密保全施設等への立入りを認めた者（防 の職員又は乙若しくは下請負事業者の従

衛省の職員又は乙若しくは下請負事業者 業者を除く。）の故意又は過失によりこ

の従業者を除く。）の故意又は過失によ の契約の履行のために取り扱う秘密が漏

りこの契約の履行のために取り扱う秘密 えいしたときであっても、その責任を免

が漏えいしたときであっても、その責任 れることはできない。



を免れることはできない。

（違約金の請求） （違約金の請求）

第３条 甲（秘密の管理職員）は、付紙「 第３条 甲は、付紙「秘密の保全又は保護

秘密の保全又は保護の確保に関する違約 の確保に関する違約金条項」の規定に基

金条項」の規定に基づき違約金を請求す づき違約金を請求することができる。

ることができる。

（下請負の禁止） （下請負の禁止）

第４条 乙は、秘密の取扱いに係る業務（ 第４条 乙は、秘密の取扱いに係る業務（

物件の輸送、施設の警備その他役務であ 物件の輸送、施設の警備その他役務であ

って、秘密の内容を知り得ないと認めら って、秘密の内容を知り得ないと認めら

れるものを除く。）を第三者に下請負し れるものを除く。）を第三者に下請負し

てはならない。ただし、やむを得ず下請 てはならない。ただし、やむを得ず下請

負を行う場合は、あらかじめ、甲に対し 負を行う場合は、あらかじめ、甲に対し

、下請負の相手方、契約内容、取り扱わ 、下請負の相手方、契約内容、取り扱わ

せる秘密を特定する事項、特定資料等（ せる秘密を特定する事項、特定資料等（

秘密を記録する文書、図画、電磁的記録 秘密を記録する文書、図画、電磁的記録

若しくは物件又は秘密を化体する物件及 若しくは物件（第４項において「特定資

び製造途上にある仕掛品並びにこれらに 料」という。）又は秘密を化体する物件

より構成される物件をいう。以下同じ。 及び製造途上にある仕掛品並びにこれら

）の保護の手段等を記した書面又は電磁 により構成される物件をいう。以下同じ

的記録を添えて、甲の許可を得なければ 。）の保護の手段等を記した書面又は電

ならない。 磁的記録を添えて、甲の許可を得なけれ

ばならない。

２ 前項の規定により下請負を行う場合に ２ 前項の規定により下請負を行う場合に

おいて、下請負事業者は、防衛事業適合 おいて、下請負事業者は、防衛事業適合

事業者契約又は保全契約（装備品等秘密 事業者又は秘密の保護に関する規定を含

の保全に関する特約条項（装備品等秘密 む契約（装備品等秘密の保全に関する特

の指定等に関する訓令（令和６年防衛省 約条項（装備品等秘密の指定等に関する

訓令第１０号）別記第２号様式の特約条 訓令（令和６年防衛省訓令第１０号）別

項をいう。）、防衛装備庁における特定 記第２号様式の特約条項をいう）、防衛

秘密の保護に関する特約条項（防衛装備 装備庁における特定秘密の保護に関する

庁における特定秘密の保護に関する訓令 特約条項（防衛装備庁における特定秘密

第３６条第１項に規定する審査基準及び の保護に関する訓令第３６条第１項に規

第３７条第２項に規定する特約条項につ 定する審査基準及び第３７条第２項に規

いて（装装制第５４号。２７．１０．１ 定する特約条項について（装装制第５４

）別紙の付紙第２の特約条項をいう。） 号。２７．１０．１）別紙の付紙第２の

又は防衛装備庁における特別防衛秘密の 特約条項をいう。）又は防衛装備庁にお

保護に関する特約条項（防衛装備庁にお ける特別防衛秘密の保護に関する特約条

ける特別防衛秘密の保護に関する訓令（ 項（防衛装備庁における特別防衛秘密の

平成２７年防衛装備庁訓令第２５号）別 保護に関する訓令（平成２７年防衛装備

記第６号様式の特約条項をいう。）をい 庁訓令第２５号）別記第６号様式の特約

う。以下同じ。）を締結した者であって 条項をいう。）をいう。以下「保全契約



、当該防衛事業適合事業者契約又は保全 」という。）を締結した者であって、当

契約に基づき、特定資料等を保有するこ 該防衛事業適合事業者契約又は保全契約

とができ、又は交付を受けることができ に基づき当該特定秘密を保有することが

るもの（以下「秘密取扱事業者」という でき、又は交付を受けることができる者

。）でなければならない。 （以下「秘密取扱事業者」という。）で

なければならない。

３ [略] ３ [同左]

[項を削る。] ４ 前３項の規定は、乙が部外の機関に特

定資料の閲覧が必要な品質システムの審

査を委託する場合に準用する。

４ 乙は、下請負事業者と下請負の契約を ５ 乙は、下請負事業者と下請負の契約を

締結し、又は締結した下請負の契約の内 締結し、又は締結した契約の内容を変更

容を変更した場合には、当該下請負事業 した場合には、当該下請負事業者に対し

者に対し、当該下請負の契約書の写しを 下請負の契約書の写しを甲に提出するよ

甲に提出するよう指導しなければならな う指導しなければならない。ただし、乙

い。ただし、乙が当該下請負の契約書の が当該下請負の契約書の写しを甲に提出

写しを甲に提出した場合はこの限りでな した場合はこの限りでない。

い。

付紙 付紙

秘密の保全又は保護の確保に関する違約金 秘密の保全又は保護の確保に関する違約金

条項 条項

第１条 乙は、秘密（防衛省が調達する装 第１条 乙は、防衛省が調達する装備品等

備品等の開発及び生産のための基盤の強 の開発及び生産のための基盤の強化に関

化に関する法律（令和５年法律第５４号 する法律（令和５年法律第５４号）第２

）第２７条第１項に規定する装備品等秘 ７条第１項に規定する「装備品等秘密」

密、特定秘密の保護に関する法律（平成 、特定秘密の保護に関する法律（平成２

２５年法律第１０８号）第３条第１項に ５年法律第１０８号）第３条第１項に規

規定する特定秘密又は日米相互防衛援助 定する「特定秘密」又は日米相互防衛援

協定等に伴う秘密保護法（昭和２９年法 助協定等に伴う秘密保護法（昭和２９年

律第１６６号）第１条第３項に規定する 法律第１６６号）第１条第３項に規定す

特別防衛秘密をいう。以下同じ。）であ る「特別防衛秘密」（以下「秘密」とい

って、防衛事業適合事業者の秘密の保護 う。）であって、装備品等秘密の保全に

に関する特約条項（防衛事業適合事業者 関する特約条項（装備品等秘密の指定等

制度等に関する訓令（令和７年防衛装備 に関する訓令（令和６年防衛装備庁訓令

庁訓令第１９号。以下「防衛事業適合事 第１０号）第８条１項に規定する装備品

業者訓令」という。）第１３条第４項に 等秘密の保全に関する規定をいう。）、

規定する契約条項をいう。）に基づき乙 特定秘密の保護に関する特約条項（特定

が保全又は保護すべきものを当該秘密に 秘密の保護に関する訓令（平成２６年防

接する権限のない者に漏えい（以下単に 衛省訓令第６４号）第３７条第１項に規

「漏えい」という。）したことを甲が証 定する特約条項をいう。）若しくは防衛

明した場合は、甲が契約の全部又は一部 装備庁における特定秘密の保護に関する

を解除するか否かにかかわらず、次の各 特約条項（防衛装備庁における特定秘密



号に掲げる基準に従い、甲が指定する期 の保護に関する訓令（平成２７年防衛装

間内に違約金を支払わなければならない 備庁訓令第２７号）第３７条第１項に規

。ただし、乙が、当該秘密の漏えいにつ 定する特約条項をいう。）又は特別防衛

いて、自己の責に帰すべからざる事由に 秘密の保護に関する特約条項（特別防衛

より生じたことを証明したときは、この 秘密の保護に関する訓令（平成１９年防

限りでない。 衛省訓令第３８号）第２７条第１項に規

定する秘密保持に関する規定をいう。）

若しくは防衛装備庁における特別防衛秘

密の保護に関する特約条項（防衛装備庁

における特別防衛秘密の保護に関する訓

令（平成２７年防衛装備庁訓令第２５号

）第２６条第１項に規定する秘密保持に

関する規定をいう。）に基づき乙が保全

又は保護すべきものを当該秘密に接する

権限のない者に漏えい（以下単に「漏え

い」という。）したことを甲が証明した

場合は、甲が契約の全部又は一部を解除

するか否かにかかわらず、次の各号に掲

げる基準に従い、甲が指定する期間内に

違約金を支払わなければならない。ただ

し、乙が、当該秘密の漏えいについて、

自己の責に帰すべからざる事由により生

じたことを証明したときは、この限りで

ない。

⑴～⑸ [略] ⑴～⑸ [同左]

２～４ [略] ２～４ [同左]

第３条 乙が本違約金条項が付されている [条を加える。]

契約の履行のために下請負事業者に下請

負を行った場合の違約金の請求要領は、

次の各号に定めるところによる。

⑴ 当該下請負事業者の故意又は過失に

より秘密が漏えいしたときは、甲は、

乙と当該下請負事業者の間で締結され

た下請負契約の額を基礎として、前２

条の規定に準じて算定した額の違約金

を乙に請求することができる。

⑵ 前号の場合において、乙は、本違約

金条項が付されている契約の当事者と

して、甲に対する違約金の支払義務を

負う。

⑶ 前号の規定は、乙が同号の規定に従

って甲に対する違約金を支払った場合

において、乙が当該違約金相当額の全



部又は一部を当該下請負事業者に求償

することを妨げるものではない。

⑷ 乙が前号の規定により当該下請負事

業者に対して求償する場合には、乙が

当該下請負事業者を選定し、監督する

立場にあることを踏まえ、乙と当該下

請負事業者間において、漏えいの態様

、過失の程度、経営への影響等を総合

的に勘案し、合理的な範囲内での負担

割合について、双方誠実に協議して定

めるものとする。この場合において、

乙は、製造委託等に係る中小受託事業

者に対する代金の支払の遅延等の防止

に関する法律（昭和３１年法律第１２

０号）等の関係法規を遵守し、不当に

当該下請負事業者の利益を害してはな

らない。

⑸ 前各号の規定にかかわらず、甲、乙

及び当該下請負事業者の間で締結され

た既存の特約条項に基づく三者間契約

による違約金条項が適用される場合は

、当該三者間契約による要領を優先す

るものとする。

第４条 [略] 第３条 [同左]

別紙第６ 別紙第６

防衛事業適合事業者契約の契約条項に係 防衛事業適合事業者契約の契約条項に係

る細部事項 る細部事項

第１ 秘密取扱原因契約のリスト（第６条 ［第１を加える。］

関係）

防衛事業適合事業者制度等に関する訓

令の実施要領について（装装保第１４８

４６号。令和７年７月３１日。以下「実

施要領」という。）別紙第２防衛事業適

合事業者契約条項（以下「契約条項」と

いう。）第６条第２項に規定する秘密取

扱原因契約を網羅したリストの更新は、

毎年６月末及び１２月末時点を基準とし

て行うものとする。

第２ 秘密保全体制の整備・維持（第８条 第１ 秘密保全体制の整備・維持（第８条

関係） 関係）

１ 契約条項第８条第１項に規定する装備 １ 防衛事業適合事業者制度等に関する訓



政策部長が別に定める要件は、実施要領 令の実施要領について（装装保第１４８

別紙第１付紙様式第１－１から付紙様式 ４６号。令和７年７月３１日。以下「実

第１－５までの各情報保全体制に係る保 施要領」という。）別紙第２防衛事業適

全基準兼点検票の項目の欄に掲げる項目 合事業者契約条項（以下「契約条項」と

とする。 いう。）第８条第１項に規定する装備政

策部長が別に定める要件は、実施要領別

紙第１付紙様式第１－１から付紙様式第

１－５までの各情報保全体制に係る保全

基準兼点検票の左欄に掲げる項目とする

。

２ ［略］ ２ ［同左］

［項を削る。］ ３ 契約条項第８条第１項に規定する関係

社員に対する教育の体制を整えるに当た

り、乙は、乙の保全教育の実施者に対し

て、年１回以上、甲による保全教育を受

けさせるものとする。なお、乙は、甲に

よる保全教育を受けるに当たっては、防

衛装備庁ホームページから申し込むもの

とする。

第３ 新たな秘密保全施設及び秘密取扱情 第２ 新たな秘密保全施設及び秘密取扱情

報システムの構築（第９条関係） 報システムの構築（第９条関係）

契約条項第９条第１項の規定による手 契約条項第９条第１項の規定による手

続において、乙は、実施要領別紙第１第 続において、乙は、実施要領別紙第１第

１４第１項から第３項までの規定に基づ １４第１項から第３項までの規定に基づ

き、新たな秘密保全施設及び秘密取扱情 き、新たな秘密保全施設及び秘密取扱情

報システムの内容が保全基準を満たして 報システムの内容が保全基準を満たして

いることを甲から承認されなければなら いることを甲から承認されなければなら

ない。 ない。

第４～第６ ［略］ 第３～第５ ［同左］

第７ 外国からの影響及び支配（第１９条 第６ 外国からの影響及び支配（第２０条

関係） 関係）

契約条項第１９条に規定する外国から 契約条項第２０条に規定する外国から

の影響及び支配の程度に関し、乙は、実 の影響及び支配の程度に関し、乙は、実

施要領別紙第１付紙様式第１－１の保全 施要領別紙第１第１２第１項第１号ウの

基準兼点検票に掲げる事項に照らし、外 規定に基づき、付紙様式第１－１の保全

国からの影響及び支配の有無について自 基準兼点検票に掲げる事項に照らし、外

己点検を行い、甲の確認を受けるものと 国からの影響及び支配の有無について自

する。 己点検を行い、甲の確認を受けるものと

する。

第８ 交付・保有（第２６条関係） 第７ 交付・保有（第２６条関係）



１ 契約条項第２６条第５項に規定する装 １ 契約条項第２６条第５項に規定する装

備政策部長が別に定める表示は、次の各 備政策部長が別に定める表示は、次の各

号に掲げる表示等とする。 号に掲げる表示等とする。

⑴ 特定資料等が次の各号に掲げる情報 ⑴ 特定資料等が次の各号に掲げる情報

に係るものであるときは、当該各号に に係るものであるときは、当該各号に

定める表示。ただし、既にＮＡＴＯ 定める表示。ただし、既にＮＡＴＯ

ＳＥＣＲＥＴの表示がされているもの ＳＥＣＲＥＴの表示がされているもの

については、改めて当該表示をするこ については、改めて当該表示をするこ

とを要しない。 とを要しない。

ア～シ ［略］ ア～シ ［同左］

ス 宇国秘密情報（情報の保護に関す ス 秘密情報（情報の保護に関する日

る日本国政府と政府との間の協定第 本国政府と政府との間の協定第１条

１条 a に規定する秘密情報であって a に規定する秘密情報であって、ウ
、ウクライナ政府から受領したもの クライナ政府から受領したもの）

）

⑵ ［略］ ⑵ ［同左］

２ ［略］ ２ ［同左］

第９ 閉鎖区域の構築・設定（第３０条・ 第８ 閉鎖区域の設定（第３１条関係）

第３１条関係）

１ 契約条項第３０条第１項の規定により ［項を加える。］

閉鎖区域を構築するに当たっては、乙は

、付紙様式第５により甲に申請するもの

とする。

２ 前項の規定により構築した閉鎖区域を ［項を加える。］

変更しようとする場合は、乙は、同項の

規定に準じて甲に申請するものとする。

３ 契約条項第３１条第１項の規定により １ 契約条項第３１条第１項の規定により

閉鎖区域において特定資料等を取り扱う 閉鎖区域において特定資料等を取り扱う

場合は、あらかじめ、乙は、当該閉鎖区 場合は、あらかじめ、乙は、閉鎖区域を

域の名称、確認番号及び当該閉鎖区域を 使用する目的、設定期間（始期年月日及

使用する秘密取扱原因契約並びに設定期 び終期年月日）、当該閉鎖区域の名称（

間（始期年月日及び終期年月日）を、付 棟名、階数等を含む。）、取り扱う特定

紙様式第６により甲に届け出るものとす 資料等の名称、秘密の種類及び区分（「

る。 特定特別防衛秘密（機密・極秘・秘）」

、「特別防衛秘密（機密・極秘・秘）」

、「特定秘密」又は「装備品等秘密」）

のほか、当該閉鎖区域の図面等を添えて

甲に届け出るものとする。

４ 前項の規定により届け出た内容を変更 ２ 前項の規定により届け出た内容を変更

しようとする場合は、乙は、同項の規定 しようとする場合は、乙は、前項の規定

に準じて甲に届け出るものとする。 に準じて甲に届け出るものとする。

５ 契約条項第３１条第３項の規定により ３ 契約条項第３１条第３項の規定により

閉鎖区域の設定を解除した場合は、乙は 閉鎖区域の設定を解除した場合は、乙は



、当該閉鎖区域の実施期間（始期年月日 、当該閉鎖区域の実施期間（始期年月日

及び終期年月日）、保護措置の実施状況 及び終期年月日）、保護措置の実施状況

、異常の有無等を甲に届け出るものとす 、異常の有無等を甲に届け出るものとす

る。 る。

第１０ 携帯型情報通信・記録機器の持込 第９ 携帯型情報通信・記録機器の持込制

制限（第３６条関係） 限（第３６条関係）

１ 契約条項第３６条第２項に規定する装 １ 契約条項第３６条第２項に規定する装

備政策部長が別に定める措置は、次の各 備政策部長が別に定める措置は、次の各

号に掲げる措置を基準とする。 号に掲げる措置を基準とする。

⑴～⑺ ［略］ ⑴～⑺ ［同左］

［号を削る。］ ⑻ 携帯型情報通信・記録機器が起動し

ている場合は、外形的に明らかな表示

を行うこと。

２ 乙は、携帯型情報通信・記録機器を秘 ２ 乙は、携帯型情報通信・記録機器を秘

密保全施設等に持ち込もうとする場合は 密保全施設等に持ち込もうとする場合は

、その目的、作業内容、持込み期間（始 、その目的、作業内容、持込み期間（始

期年月日及び終期年月日）、取り扱う特 期年月日及び終期年月日）、取り扱う特

定資料等の名称、秘密の種類及び区分（ 定資料等の名称、秘密の種類及び区分（

「特定特別防衛秘密（機密・極秘・秘） 「特定特別防衛秘密（機密・極秘・秘）

」、「特別防衛秘密（機密・極秘・秘） 」、「特別防衛秘密（機密・極秘・秘）

」、「特定秘密」又は「装備品等秘密」 」、「特定秘密」又は「装備品等秘密」

）のほか、前項に規定する基準を満たす ）のほか、前項に規定する基準を満たす

ことを証する文書を添えて甲に申請する ことを証する文書を添えて甲に申請する

ものとする。この際、乙は、一の秘密取 ものとする。この際、乙は、一の秘密取

扱原因契約に基づき携帯型情報通信・記 扱原因契約に基づき携帯型情報通信・記

録機器を秘密保全施設等に持ち込もうと 録機器を秘密保全施設等に持ち込もうと

する回数が複数に及ぶ場合は、包括的に する回数が複数に及ぶ場合は、持込み期

申請することができる。 間が３か月を超えない範囲において、包

括的に申請することができる。

第１１ 情報システムの持込み・設置制限 第１０ 情報システムの持込み・設置制限

（第３７条関係） （第３７条関係）

１ ［略］ １ ［同左］

２ 乙は、情報システムを秘密保全施設等 ２ 乙は、情報システムを秘密保全施設等

に持ち込もうとする場合は、その目的、 に持ち込もうとする場合は、その目的、

作業内容、持込み期間（始期年月日及び 作業内容、持込み期間（始期年月日及び

終期年月日）、取り扱う特定資料等の名 終期年月日）、取り扱う特定資料等の名

称、秘密の種類及び区分（「特定特別防 称、秘密の種類及び区分（「特定特別防

衛秘密（機密・極秘・秘）」、「特別防 衛秘密（機密・極秘・秘）」、「特別防

衛秘密（機密・極秘・秘）」、「特定秘 衛秘密（機密・極秘・秘）」、「特定秘

密」又は「装備品等秘密」）のほか、前 密」又は「装備品等秘密」）のほか、前

項に規定する基準を満たすことを証する 項に規定する基準を満たすことを証する

文書を添えて甲に申請するものとする。 文書を添えて甲に申請するものとする。



この場合において、乙は、秘密取扱原因

契約に基づき情報システムを秘密保全施

設等に持ち込もうとする回数が複数に及

ぶときは、包括的に申請することができ

る。

第１２ 秘密保全施設等の運用管理（第３ 第１１ 秘密保全施設等の運用管理（第３

８条関係） ８条関係）

１ 契約条項第３８条第１項の規定に基づ １ 契約条項第３８条第１項の規定に基づ

き、秘密保全施設等への立入りの状況を き、秘密保全施設等への立入りの状況を

記録するため、乙は、立入者の所属、氏 記録するため、乙は、立入者の所属、氏

名、立入目的、その他の所要の事項につ 名、立入目的、その他の所要の事項につ

いて、付紙様式第７による立入記録簿に いて、付紙様式第５による立入記録簿に

記載するものとする。 記載するものとする。

２ ［略］ ２ ［同左］

第１３ 登録及び管理（第４２条関係） 第１２ 登録及び管理（第４２条関係）

１ 契約条項第４２条第１項の規定に基づ １ 契約条項第４２条第１項の規定に基づ

き、特定資料等の管理の現況を把握する き、特定資料等の管理の現況を把握する

ため、乙は、次の各号に掲げる帳簿につ ため、乙は、次の各号に掲げる帳簿につ

いて、当該各号による様式を基準として いて、当該各号による様式を基準として

、特定資料等を登録及び管理するものと 、特定資料等を登録及び管理するものと

する。 する。

⑴ 秘密文書等保管簿（装備品等秘密／ ⑴ 秘密文書等保管簿（装備品等秘密／

特別防衛秘密） 付紙様式第８－１ 特別防衛秘密） 付紙様式第６－１

⑵ 秘密文書等保管簿（特定秘密） 付 ⑵ 秘密文書等保管簿（特定秘密） 付

紙様式第８－２ 紙様式第６－２

⑶ 秘密文書等複製等実施記録簿 付紙 ⑶ 秘密文書等複製等実施記録簿 付紙

様式第９ 様式第７

⑷ 指定・解除簿（装備品等秘密／特別 ⑷ 指定・解除簿（装備品等秘密／特別

防衛秘密） 付紙様式第１０－１ 防衛秘密） 付紙様式第８－１

⑸ 指定・解除簿（特定秘密） 付紙様 ⑸ 指定・解除簿（特定秘密） 付紙様

式第１０－２ 式第８－２

⑹ 反故紙破棄／廃棄簿 付紙様式第１ ⑹ 反故紙破棄／廃棄簿 付紙様式第９

１ ⑺ 関係簿冊廃棄記録簿 付紙様式第１

⑺ 関係簿冊廃棄記録簿 付紙様式第１ ０

２ ２ 契約条項第４２条第３項に規定する装

２ 契約条項第４２条第３項に規定する装 備政策部長が別に定める期間は、法令そ

備政策部長が別に定める期間は、法令そ の他別段の定めのある場合を除き、当該

の他別段の定めのある場合を除き、秘密 記録を作成した日の翌年度から起算して

取扱原因契約の終了した日の翌年度から ５年間を基本とする。

起算して５年間を基本とする。

第１４ 取扱いの記録（第４３条関係） 第１３ 取扱いの記録（第４３条関係）



１ 契約条項第４３条第１項の規定に基づ １ 契約条項第４３条第１項の規定に基づ

き、特定資料等の閲覧その他関係社員及 き、特定資料等の閲覧その他関係社員及

び下請負事業者関係社員による特定資料 び下請負事業者関係社員による特定資料

等の取扱いの経過を把握するため、乙は 等の取扱いの経過を把握するため、乙は

、次の各号に掲げる帳簿について、当該 、次の各号に掲げる帳簿について、当該

各号による様式を基準として必要な事項 各号による様式を基準として必要な事項

を記録し、これを管理するものとする。 を記録し、これを管理するものとする。

⑴ 秘密文書等閲覧簿 付紙様式第１３ ⑴ 秘密文書等閲覧簿 付紙様式第１１

⑵ 秘密文書等貸出簿 付紙様式第１４ ⑵ 秘密文書等貸出簿 付紙様式第１２

⑶ 文字盤鍵組合せ番号変更記録簿 付 ⑶ 文字盤鍵組合せ番号変更記録簿 付

紙様式第１５ 紙様式第１３

⑷ 適格証明書管理簿 付紙様式第１ ⑷ 適格証明書管理簿 付紙様式第１

６ ４

⑸ 引継確認簿 付紙様式第１７ ⑸ 引継確認簿 付紙様式第１５

２ ［略］ ２ ［同左］

第１５～第１６ ［略］ 第１４～第１５ ［同左］

第１７ 防衛事業適合事業者による点検（ 第１６ 防衛事業適合事業者による点検（

第６６条関係） 第６６条関係）

１ 契約条項第６６条各項の規定に基づき １ 契約条項第６６条第１項の規定に基づ

、乙は、次の各号に掲げる書類について き、乙は、契約の日の属する月の翌月か

、当該各号に定める期間に応じ、甲に提 ら毎月、実施要領別紙第１付紙様式第７

出するものとする。 の自己点検申告書及び付紙様式第１３の

自己点検票（月次）を管轄防衛局等に提

出するものとする。

⑴ 実施要領別紙第１付紙様式第７の自 ［号を加える。］

己点検申告書及び同付紙様式第１３の

自己点検票（月次） 次項の表の起算

月から毎月

⑵ 実施要領別紙第１付紙様式第７の自 ［号を加える。］

己点検申告書及び同付紙様式第１－１

から同付紙様式第１－５までの保全基

準兼点検票並びにリスク査定関係書類

次項の表の起算月から１年ごと

２ 前項各号の関係書類の提出期間の起算 ２ 契約条項第６６条第２項の規定に基づ

は、次の表の防衛事業適合事業者契約の き、乙は、次の各号に定める期間ごとに

締結日の属する期間に対応した月から起 、当該各号に定める書類を管轄防衛局等

算するものとする。 に提出するものとする。



［表を加える。］

［号を削る。］ ⑴ 契約の日の属する月から３か月ごと

実施要領別紙第１付紙様式第７の自

己点検申告書及び第１－５の保全基準

兼点検票

［号を削る。］ ⑵ 契約の日の属する月から１年ごと

実施要領別紙第１付紙様式第７の自己

点検申告書及び付紙様式第１－１から

付紙様式第１－４の保全基準兼点検票

並びに直近のリスク査定の結果

第１８ 秘密保全施設を備えない限定的な ［第１８を加える。］

防衛事業適合事業者に係る下請負の禁止

の例外（第６８条関係）

契約条項第６８条第３項に規定する装

備政策部長が別に定める場合は、乙が秘

密保全施設を備えずに下請負事業者の秘

密保全施設又は防衛省の施設において当

該下請負事業者に特定資料等を取り扱わ

せる必要性及び合理性が存在することが

認められた場合であって、次の各号に掲

げる要件を全て満たしたときとする。

⑴ 契約条項第６９条第１項の規定によ ［号を加える。］

り、同項の秘密の管理職員の許可を得

ていること。

⑵ 乙の秘密保全規則に当該下請負事業 ［号を加える。］

者による特定資料等の取扱いの管理に

ついて規定されており、乙にこれを実

施する態勢が整っていること。

⑶ 乙が、当該下請負事業者による特定 ［号を加える。］

資料等の取扱いに関し、当該下請負事

業者との契約に従い、当該下請負事業

者と同等の注意義務を負うこと。

⑷ 乙による特定資料等の取扱いは、秘 ［号を加える。］

密の管理職員が承認した範囲であるこ

と。

第１９ ［略］ 第１７ ［同左］



第２０ 情報システムに関する記録（情報 第１８ 情報システムに関する記録（情報

システム特約条項第４条、第５条、第１ システム特約条項第４条、第５条、第１

４条、第１５条、第１６条、第２３条、 ４条、第１５条、第１６条、第２３条、

第２５条関係） 第２５条関係）

１ 実施要領別紙第２付紙第４の秘密取扱 １ 実施要領別紙第２付紙第４の秘密取扱

情報システムに関する特約条項（以下「 情報システムに関する特約条項（以下「

情報システム特約条項」という。）の規 情報システム特約条項」という。）の規

定による秘密取扱情報システムに関する 定による秘密取扱情報システムに関する

記録を把握するため、乙は、次の各号に 記録を把握するため、乙は、次の各号に

掲げる帳簿について、当該各号による様 掲げる帳簿について、当該各号による様

式を基準として記録するものとする。 式を基準として記録するものとする。

⑴ 秘密取扱情報システム利用者指定・ ⑴ 秘密取扱情報システム利用者指定・

解除簿 付紙様式第１８ 解除簿 付紙様式第１６

⑵ 秘密取扱情報システム利用に当たっ ⑵ 秘密取扱情報システム利用に当たっ

ての同意書 付紙様式第１９ ての同意書 付紙様式第１７

⑶ 可搬記憶媒体管理簿 付紙様式第２ ⑶ 可搬記憶媒体管理簿 付紙様式第１

０ ８

⑷ 秘密取扱情報システム管理簿 付紙 ⑷ 秘密取扱情報システム管理簿 付紙

様式第２１ 様式第１９

⑸ 秘密取扱情報システムぜい弱性対処 ⑸ 秘密取扱情報システムぜい弱性対処

記録 付紙様式第２２ 記録 付紙様式第２０

⑹ ホワイトリスト 付紙様式第２３ ⑹ ホワイトリスト 付紙様式第２１

⑺ 構成設定目録 付紙様式第２４ ⑺ 構成設定目録 付紙様式第２２

⑻ 操作手順書 付紙様式第２５ ⑻ 操作手順書 付紙様式第２３

⑼ アクセス制御方針 付紙様式第２６ ⑼ アクセス制御方針 付紙様式第２４

⑽ 携帯型情報通信・記録機器の利用に ⑽ 携帯型情報通信・記録機器の利用に

係る要件 付紙様式第２７ 係る要件 付紙様式第２５

⑾ 秘密取扱情報システムのセキュリテ ⑾ 秘密取扱情報システムのセキュリテ

ィを確保するための組織体制 付紙様 ィを確保するための組織体制 付紙様

式第２８―１、２８－２ 式第２６―１、２６－２

⑿ ネットワーク構成図 付紙様式第２ ⑿ ネットワーク構成図 付紙様式第２

９ ７

⒀ データフロー図 付紙様式第３０ ⒀ データフロー図 付紙様式第２８

⒁ アカウント管理計画 付紙様式第３ ⒁ アカウント管理計画 付紙様式第２

１ ９

⒂ 識別子管理簿 付紙様式第３２ ⒂ 識別子管理簿 付紙様式第３０

⒃ システムログ分析結果記録簿 付紙 ⒃ システムログ分析結果記録簿 付紙

様式第３３ 様式第３１

⒄ ぜい弱性スキャン分析結果記録簿 ⒄ ぜい弱性スキャン分析結果記録簿

付紙様式第３４ 付紙様式第３２

⒅ バックアップ実施等記録簿 付紙様 ⒅ バックアップ実施等記録簿 付紙様

式第３５ 式第３３

⒆ メンテナンス等計画 付紙様式第３ ⒆ メンテナンス等計画 付紙様式第３

６ ４



⒇ メンテナンス等実施記録 付紙様式 ⒇ メンテナンス等実施記録 付紙様式

第３７ 第３５

２ ［略］ ２ ［同左］

第２１ 秘密取扱情報システム実装計画の 第１９ 秘密取扱情報システム実装計画の

届出（情報システム特約条項第１２条関 届出（情報システム特約条項第１２条関

係） 係）

秘密取扱情報システム実装計画を変更 秘密取扱情報システム実装計画を変更

した場合は、乙は、付紙様式第３８によ した場合は、乙は、付紙様式第３６によ

る様式を基準として届け出るものとする る様式を基準として届け出るものとする

。 。

付紙第１ 付紙第１

総括者の指名に関する細部審査基準 総括者の指名に関する細部審査基準

第１ 基準１ 第１ 基準１

１ [略] １ [同左]

２ 総括者は、過去１０年の間、２年以 ２ 総括者は、過去１０年の間に５年以

上継続して、通算３年以上にわたり防 上にわたり防衛産業において該当する

衛産業において該当する秘密区分を含 秘密区分を含む防衛省の秘密を取り扱

む防衛省の秘密を取り扱った実務経験 った実務経験があること。

があること。

３ 総括者は、リスク評価、従業者への ３ 総括者は、リスク評価、従業者への

教育、秘密保全施設等の管理、定期的 教育、秘密保全施設等の管理、定期的

な点検、秘密取扱情報システム、下請 な点検、秘密取扱情報システム、下請

負事業者との関係及び事故対応を含め 負事業者との関係及び事故対応を含め

、年次及び月次の秘密の取扱いに関す 、防衛事業適合事業者における年次及

る措置について熟知しており、日常的 び月次の秘密の取扱いに関する措置に

な秘密の取扱いについて関係社員に対 ついて熟知しており、日常的な秘密の

する指導を行うことができること。 取扱いについて関係社員に対する指導

を行うことができること。

第２ 基準２ 第２ 基準２

１ [略] １ [同左]

２ 第１の２及び３を満たすことができ ２ 第１の２及び３を満たすことができ

ない場合には、以下の措置を講じるこ ない場合には、以下の措置を講じるこ

と。 と。

⑴ 保全責任者その他秘密保全組織を ⑴ 総括者を支える保全責任者として

管理する者であって、総括者を支え 過去１０年の間に５年以上にわたり

る者として過去１０年の間に通算５ 防衛産業において該当する秘密区分

年以上にわたり防衛産業において該 を含む防衛省の秘密を取り扱った実

当する秘密区分を含む防衛省の秘密 務経験があり、リスク評価、従業者

を取り扱った実務経験があり、リス への教育、秘密保全施設等の管理、

ク評価、従業者への教育、秘密保全 定期的な点検、秘密取扱情報システ



施設等の管理、定期的な点検、秘密 ム、下請負事業者との関係及び事故

取扱情報システム、下請負事業者と 対応を含め、防衛事業適合事業者に

の関係及び事故対応を含め、年次及 おける年次及び月次の秘密の取扱い

び月次の秘密の取扱いに関する措置 に関する措置について熟知している

について熟知している者を配置する 者を配置すること。

こと。

⑵ 総括者は、防衛事業適合事業者契 ⑵ 総括者は、防衛事業適合事業者契

約の申込みをした日から事業者とし 約の日から３か月以内に、リスク評

て秘密を取り扱うまでに、リスク評 価、従業者への教育、秘密保全施設

価、従業者への教育、秘密保全施設 等の管理、定期的な点検、秘密取扱

等の管理、定期的な点検、秘密取扱 情報システム、下請負事業者との関

情報システム、下請負事業者との関 係及び事故対応を含め、防衛事業適

係及び事故対応を含め、年次及び月 合事業者における年次及び月次の秘

次の秘密の取扱いに関する措置につ 密の取扱いに関する措置についての

いての防衛装備庁の研修を修了する 防衛装備庁の研修を修了すること。

こと。

第３ 基準３ 第３ 基準３

１ [略] １ [同左]

２ 第２の２⑴を満たすことができない ２ 第２の２⑴を満たすことができない

場合には、以下の措置を講じること。 場合には、以下の措置を講じること。

⑴ 総括者は、防衛事業適合事業者契 ⑴ 総括者、保全責任者、秘密取扱情

約の申込みをした日から事業者とし 報システム管理者、秘密取扱情報シ

て秘密を取り扱うまでに、リスク評 ステム担当者、アカウント管理者そ

価、従業者への教育、秘密保全施設 の他秘密保全組織を管理する者は、

等の管理、定期的な点検、秘密取扱 防衛事業適合事業者契約の日から秘

情報システム、下請負事業者との関 密を取り扱う前の間に、リスク評価

係及び事故対応を含め、年次及び月 、従業者への教育、秘密保全施設等

次の秘密の取扱いに関する措置につ の管理、定期的な点検、秘密取扱情

いての防衛装備庁の研修を修了する 報システム、下請負事業者との関係

こと。 及び事故対応を含め、防衛事業適合

事業者における年次及び月次の秘密

の取扱いに関する措置についての防

衛装備庁の研修を修了すること。

⑵ 保全責任者、秘密取扱情報システ

⑵ 保全責任者、秘密取扱情報システ ム管理者、秘密取扱情報システム担

ム管理者、秘密取扱情報システム担 当者、アカウント管理者その他秘密

当者、アカウント管理者その他秘密 保全組織を管理する者は、防衛事業

保全組織を管理する者は、防衛事業 適合事業者契約の日から１年の間、

適合事業者契約の申込みをした日か リスク評価、従業者への教育、秘密

ら事業者として秘密を取り扱うまで 保全施設等の管理、定期的な点検、

に１回及びその後は３か月に１回の 秘密取扱情報システム、下請負事業

頻度により合計４回、リスク評価、 者との関係及び事故対応を含め、防

従業者への教育、秘密保全施設等の 衛事業適合事業者における日常的な



管理、定期的な点検、秘密取扱情報 秘密の取扱いに関する保全措置につ

システム、下請負事業者との関係及 いての防衛装備庁の研修を、３か月

び事故対応を含め、日常的な秘密の に１回、受講し、修了すること。

取扱いに関する保全措置についての

防衛装備庁の研修を修了すること。

付紙様式第１０－２ 付紙様式第１０－２

備考 表中の［ ］の記載は注記である。

写送付先：北海道防衛局調達部長、北関東防衛局装備部長、南関東防

衛局調達部長、近畿中部防衛局調達部長、中国四国防衛局調

達部長、沖縄防衛局調達部長、東海防衛支局長、長崎防衛支

局長、東北防衛局郡山防衛事務所長、北関東防衛局宇都宮防

衛事務所長、近畿中部防衛局舞鶴防衛事務所長、近畿中部防

衛局東海防衛支局岐阜防衛事務所長、中国四国防衛局玉野防

衛事務所長


